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第609回建設技術講習会（社会資本の維持管理）開催について 

 

本協会事業について、平素よりご協力にあずかり厚くお礼申し上げます。 

本協会では、平成26年11月26日(水)～28日(金)、前橋市において標記講習会を開催いたします。 

この講習会では、わが国の社会資本は、今後、建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くな

り、厳しい財政状況が続くと、真に必要な社会資本整備だけでなく既存施設の維持管理・更新にも支障を

来す恐れがあるとともに、重大な事故や致命的な損傷等が発生するリスクが飛躍的に高まることが予想さ

れている。既存ストックの維持管理・更新にあたっては、ストックの多くを占める地方公共団体が管理す

る施設を含め、社会資本の実態把握に努め、「事後的管理」と「予防保全的管理」の的確な使い分けを一

層推進することとしている。また高い耐久性が期待できる素材や構造の活用などによる長寿命化対策を推

進し、トータルコストの縮減及び維持管理・更新の効率化を図る技術開発、施設の点検、診断、補修に係

る人材育成や担い手の確保や官民連携の推進を図ることが重要である。これら社会資本の維持管理に係る

最新の動向と具体的取り組み事例を学ぶとともに、公物管理を巡る紛争事例など、公物管理の動向につい

て最新の情報を得るものとすることを目的としています。 

なお、本講習会は群馬県(予定)・前橋市の共催、国土交通省の後援のもと実施することとしています。 

 

①会場及び日程：別紙日程表のとおり 

 

②聴 講 料：正会員・特別会員・賛助会員 ………………………………… 12,900円 

正会員（30歳未満〔全国〕、地元〔開催県内に勤務〕）…… 2,000円 

一般（非会員） ………………………………………………… 17,900円 

※昼食の斡旋はありません  ※聴講のみの参加は可能です 

※正会員（30歳未満、地元）は割引価格のため取り消しはできません 

 

③現場研修 料：8,100円〔うち昼食代1,200円〕 

※現場研修のみの参加はできません 

 

④申 込 方 法：申込書に必要事項を記入し、申込金〔銀行振込の（写）〕を添えて期限までにメール又は

郵送にて全建事務局までお申込み下さい。 

開催当日に会場でのお支払い等は受け付けできません。 

 

⑤申込書送付先：(一社)全日本建設技術協会 事業課  Mail: kensyu@zenken.com 
 〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-13 ヒューリック赤坂ビル7F 

TEL：03-3585-4546 FAX：03-3586-6640 

 

⑥振込銀行口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 赤坂見附支店  普通 ０３１１１４２ 

口座名義：シャ）ゼンニホンケンセツギジュツキョウカイ 

※必ず、お振込人名義（協会名）の前に、開催回数の「６０９」をつけ加えて下さい。 

※振込手数料はご負担願います。 

 

⑦申込締切日：平成２６年１１月７日（金）必着（締切日以降に到着したものは受理できない場合があります） 

 

※申し込みの取り消しについては下記のように処理いたします。講習会終了後に所属協会指定口座へ

ご返金いたします。なお、振込手数料を差し引いた金額をお振込させていただきます。 

① 平成26年11月14日（金）までの取り消し 聴講料、現場研修料の全額を返金 

② 平成26年11月21日（金）までの取り消し 聴講料、現場研修料の半額を返金 

上記②を過ぎてからの取り消し 返金できません 

※テキスト及び聴講料・現場研修料の領収書は当日受付にて、受講証は講義終了後にお渡しいたします。 

※事故防止のため自家用車での参加はご遠慮願います。特に、現場研修時は一切お断りいたします。 

 

講習会情報については、全建ホームページもご覧下さい。 http://www.zenken.com/ 


